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国
民
年
金
後
納
制
度
が
始
ま
り
ま
す
！

　
法
律
の
改
正
に
よ
り
、
国
民
年
金
保
険
料

を
遡
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
が
、

平
成
　
年
　
月
１
日
か
ら
平
成
　
年
9
月
　

２４

１０

27

30

日
ま
で
の
3
年
間
に
限
り
、
過
去
２
年
か
ら

過
去
　
年
に
延
長
さ
れ
ま
す
。

１０

　
こ
の
制
度
に
よ
り
、
過
去
　
年
間
に
保
険

１０

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
の

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、

将
来
の
年
金
額
を
増
や
し
た
り
、
年
金
受
給

権
の
確
保
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

角
制
度
を
利
用
す
る
に
は
事
前
申

　
　
　
　
 し
込
み
が
必
要
で
す
角

　
国
民
年
金
後
納
制
度
を
利
用
し
て
国
民
年

金
保
険
料
を
納
め
る
に
は
、
事
前
の
申
し
込

み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
申
し
込
み
の
相
談
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国

民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
か
苫
小
牧
年

金
事
務
所
又
は
町
民
生
活
課
へ
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

角

『
追
納
制
度
』
で
の
納
付
も
対

　
　
　
　
　
　
 象
と
な
り
ま
す
角

　
過
去
に
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
納
付
免
除

や
納
付
猶
予

・
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受

け
た
期
間
も
、　

年
以
内
で
あ
れ
ば
遡
っ
て

１０

納
付
し
、
将
来
の
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が

で
き
る
の
が
追
納
制
度
で
す
。

　
こ
の
追
納
制
度
は
後
納
制
度
と
違
い
、　１０

年
以
内
で
あ
れ
ば
い
つ
で
も
申
し
込
み
が
で

き
ま
す
。

　
希
望
さ
れ
る
方
は
苫
小
牧
年
金
事
務
所
又

は
町
民
生
活
課
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ
先

    国
民
年
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
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角
動
物
愛
護
週
間
角

　
９
月
　
日
牙
か
ら
９
月
　
日
我
は
動
物
愛

２０

２６

護
週
間
で
す
。

　
動
物
愛
護
週
間
は
、
命
の
大
切
さ
や
動
物

と
人
と
の
よ
り
良
い
関
係
に
つ
い
て
、
国
民

一
人
一
人
に
考
え
て
も
ら
う
た
め
の
週
間
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
愛
護
動
物
を
み
だ
り
に
殺
し
又
は
傷
つ
け

た
場
合
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
又
は
１
０
０

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
愛
護
動
物
に
対
し
み
だ
り
に
給
餌

又
は
給
水
を
や
め
る
こ
と
に
よ
り
衰
弱
さ
せ

る
な
ど
の
虐
待
を
行
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は

遺
棄
し
た
場
合
は
、　

万
円
以
下
の
罰
金
に

５０

処
さ
れ
ま
す
。

角
ペ
ッ
ト
の
飼
い
主
の
方
へ
角

　
動
物
を
飼
う
こ
と
は
、
動
物
の
命
を
預
か

る
こ
と
で
す
。

　
飼
い
主
は
、
動
物
が
健
康
で
快
適
に
暮
ら

せ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
社
会
や
近
隣

に
迷
惑
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
責
任
が

あ
り
ま
す
。

　
人
と
動
物
が
共
に
生
き
て
い
け
る
社
会
の

実
現
に
は
、
飼
い
主
の
モ
ラ
ル
と
マ
ナ
ー
が

必
要
で
す
。

※
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
る

（注
射
は
年

に
１
回
、
注
射
料
は
３
０
４
０
円
）。

※
最
近
迷
い
犬
の
保
護
が
相
次
い
で
お
り
ま

す
の
で
、
犬
を
飼
わ
れ
て
い
る
方
は
今
一
度

首
輪
等
の
確
認
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

僖
守
っ
て
ほ
し
い
５
カ
条
僞

①
動
物
の
習
性
等
を
正
し
く
理
解
し
、
最
後

　
ま
で
責
任
を
も
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う
。

②
人
に
危
害
を
加
え
た
り
、
近
隣
に
迷
惑
を

　
か
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

③
む
や
み
に
繁
殖
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
ま

　
し
ょ
う
。

④
動
物
に
つ
い
て
の
感
染
症
の
知
識
を
持
ち

　
ま
し
ょ
う
。

⑤
盗
難
や
迷
子
を
防
ぐ
た
め
、
所
有
者
を
明

　
ら
か
に
し
ま
し
ょ
う
。

角
新
冠
共
同
墓
地
の
公
募
角

　
町
で
管
理
し
て
い
る
新
冠
共
同
墓
地
に
つ

い
て
、
現
在
空
き
区
画
が
あ
り
、
１
年
以
内

に
お
墓
を
建
立
す
る
方
で
、
新
冠
町
に
住
所

を
有
す
る
方
に
対
し
、
随
時
墓
地
使
用
許
可

申
請
の
受
付
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
新
冠
共
同
墓
地

（
字
西
泊
津
）

　
　
　
　
　
9
区
画
6
㎡
　
使
用
料
２
万
円

○
問
い
合
わ
せ
先

    町
民
生
活
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ
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  国
民
年
金
だ
よ
り

  環
境
衛
生
だ
よ
り

●国民年金後納制度対象者

　老齢基礎年金受給者ではない方で

　① 満60歳未満の1号保険期間に未納・未加入

　　 期間がある者

　② 国民年金に任意加入をしたが未納である者

●対象期間 

　申請月より１０年以内の未納及び未加入期間の

　国民年金保険料

●保険料

　当時の国民年金保険料に加算額を加えた額

●7

ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
紹
介
⑤

○ほ 
　
日
高
山
脈
の
山
々

　
日
高
山
脈
は
日
本
で
も
有
数
の
大
山
脈
で
、

主
峰
の
「
幌
尻
岳
（
2
0
5
2
m
）」、「
ト
ッ
タ

ベ
ツ
岳
（
1
9
1
7
ｍ
）」
を
よ
う
す
る
。

　
数
千
年
前
、東
西
の
プ
レ
ー
ト
が
持
ち
上
げ

ら
れ
山
脈
へ
と
成
長
し
た
。多
く
の
高
山
植
物

や
ナ
キ
ウ
サ
ギ
、
オ
オ
ワ
シ
な
ど
貴
重
な
動
物

も
生
息
す
る
。幌
尻
岳
の
北
東
に
は
「
七
つ
沼

カ
ー
ル
」
と
い
う
氷
河
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
圏

谷
（
け
ん
こ
く
）
が
あ
る
。

　
幌
尻
岳
は
人
の
霊
が
住
む
と
こ
ろ
と
い
う

ア
イ
ヌ
伝
説
が
残
り
、神
秘
的
な
場
所
と
し
て

も
知
ら
れ
て
い
る
。

　
幌
尻
の

　
　
　
　
七
つ
沼
カ
ー
ル
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳴
き
兎

※ふるさとカルタは、新冠町開町130年・町制施行50年記念事業の一環として作製したもので、

読み札の題材を 「新冠郷土文化研究会」が選定し、そのお題に沿って 「新冠俳句の会」が読み札

語句を、「新冠アトリエの会」が絵札を担当して作り上げた町民手作りのカルタです。


